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令和４年１０月１８日判決言渡  

令和３年（行ケ）第１００８１号 審決取消請求事件 

口頭弁論終結日 令和４年８月２３日 

判          決 

 5 

原       告        エ ス キ ー 工 機 株 式 会 社 

 

同訴訟代理人弁護士        河   部   康   弘 

同訴訟代理人弁理士        齋   藤   昭   彦 

同                齋   藤   博   子 10 

同訴訟復代理人弁護士       藤   沼   光   太 

   

    被       告        株式会社エイ・アイ・シー 

     

    同訴訟代理人弁護士        錦   織       淳 15 

    同                新   阜   直   茂 

主          文 

１ 原告の請求を棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 20 

第１ 請求 

特許庁が無効２０１９－８９００５４号事件について令和３年６月９日にし

た審決を取り消す。 

第２ 事案の概要 

 １ 特許庁における手続の経緯等 25 

⑴ 被告は、次の商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である。（甲８
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８） 

登 録 番 号  第５７６９６１８号 

商標の構成  ゴミサー（標準文字） 

指 定 商 品  第７類「生ゴミ処理機、液体肥料製造装置」 

登録出願日  平成２７年１月１９日 5 

登録査定日  平成２７年５月２２日 

設定登録日  平成２７年６月５日 

⑵ 原告は、本件商標が出願されるよりも前から、「ゴミサー」との名称（以下

「引用商標」という。）の業務用生ごみ処理機を販売している（以下「原告商

品」という。）。(甲５) 10 

⑶ 原告は、令和元年９月２０日、本件商標について、商標登録無効審判を請

求した（無効２０１９－８９００５４号）。(甲１２７) 

⑷ 特許庁は、令和３年６月９日、「本件審判の請求は、成り立たない。」とす

る審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同月１８日に原告に

送達された。 15 

⑸ 原告は、令和３年７月９日、本件審決の取消しを求めて、本件訴えを提起

した。 

 ２ 本件審決の理由の要旨 

   本件審決の理由は、別紙審決書（写し）のとおりであり、取消事由との関係

では、要するに、引用商標が周知著名であるとは認められず、また、被告が不20 

正の目的をもって本件商標を使用するものとはいえないから、本件商標は、商

標法４条１項１０号及び同項１９号には該当しないというものである。 

 ３ 取消事由 

  ⑴ 取消事由１(商標法４条１項１０号及び同項１９号) 

    引用商標の周知性の有無に関する判断の誤り 25 

⑵ 取消事由２(商標法４条１項１９号) 
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不正の目的の有無に関する判断の誤り 

第３ 当事者の主張 

 １ 取消事由１（引用商標の周知性の有無に関する判断の誤り） 

 〔原告の主張〕 

   以下のとおり、引用商標は、本件商標の出願時及び登録査定時において、原5 

告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものであるから、

引用商標の周知性を否定した本件審決の判断には誤りがある。 

  ⑴ 需要者の範囲について 

業務用生ごみ処理機は、処理方式により、①コンポスト型、②減容・消滅

型（無排水式）（以下「減容・消滅型Ａ」という。）、③減容・消滅型（排水処10 

理式）（以下「減容・消滅型Ｂ」といい、減容・消滅型Ａと併せて「消滅型」

という。）及び④乾燥式に分類されるところ、それぞれの特徴が大きく異なる

ことから、処理方式ごとに需要者が異なる。 

そして、原告商品は、減容・消滅型Ｂの業務用生ごみ処理機であるから、

引用商標の周知性を検討するに当たっては、肥料の製造を主目的とするコン15 

ポスト型の業務用生ごみ処理機の需要者ではなく、生ごみを大量に減容・減

量化することを主目的とする減容・消滅型Ｂの業務用生ごみ処理機の需要者

を基準とすべきであり、また、減容・消滅型Ｂの業務用生ごみ処理機につい

ては、需要者層が極めて限定されることも考慮すべきである。 

  ⑵ 原告商品の市場占有率に関する主位的主張 20 

ア 原告商品の売上実績等によれば、平成１２年度ないし平成２６年度の減

容・消滅型Ｂの業務用生ごみ処理機の市場における原告商品の占有率は、

２８％ないし６０％と算出又は推計され、これ以前も高い市場占有率であ

ったと考えられる。 

このように、原告商品が高い市場占有率を維持してきたことからすれば、25 

本件商標が出願された平成２７年の時点において、引用商標が周知性を有
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していたことは明らかである。 

イ 被告は、引用商標は被告の販売代理店としての活動によって周知となっ

たものであり、原告の出所識別機能を果たすものとして機能していない旨

主張するが、原告商品は、被告が販売代理店として原告商品の販売を始め

るよりも前から市場占有率が高かったものである。 5 

  ⑶ 原告商品の市場占有率に関する予備的主張 

ア コンポスト型及び乾燥式の業務用生ごみ処理機と、消滅型の業務用生ご

み処理機とでは、処理時間が大きく異なるために需要者が異なる。したが

って、仮に、原告商品の市場占有率につき、減容・消滅型Ｂの業務用生ご

み処理機の需要者を基準とすることが許されないとしても、消滅型の業務10 

用生ごみ処理機の需要者を基準とすべきである。 

そして、原告商品の売上実績等によれば、平成１２年度ないし平成２６

年度の消滅型の業務用生ごみ処理機の市場における原告商品の占有率は、

１５．５％ないし３１．１％と算出又は推計され、これ以前も高い市場占

有率であったと考えられる。 15 

イ コンポスト型の業務用生ごみ処理機と、消滅型及び乾燥式（以下、併せ

て「減量型」という。）の業務用生ごみ処理機とでは、前者が肥料の製造を

目的とし、後者が生ごみの減容又は減量を目的とする点で異なるために需

要者が異なる。したがって、仮に、原告商品の市場占有率につき、減容・

消滅型Ｂの業務用生ごみ処理機の需要者を基準とすることが許されない20 

としても、減量型の業務用生ごみ処理機の需要者を基準とすべきである。 

そして、原告商品の売上実績等によれば、平成１２年度ないし平成２６

年度の減量型の業務用生ごみ処理機の市場における原告商品の占有率は、

９．２％ないし２３．４％と算出又は推計され、これ以前も高い市場占有

率であったと考えられる。 25 

   ウ 仮に、処理方式を問わず、業務用生ごみ処理機全体の市場における原告
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商品の周知性について検討したとしても、原告商品の売上実績等によれば、

平成１２年度ないし平成２６年度の業務用生ごみ処理機全体の市場にお

ける原告商品の占有率は、６．９％ないし１３．２％と算出又は推計され、

これ以前も高い市場占有率であったと考えられる。そして、自動車業界等

の他業界における市場占有率及び周知性の関係性に鑑みれば、原告商品が5 

周知であったことは明らかである。 

  ⑷ 原告商品が高額な商品であること 

減容・消滅型Ｂの業務用生ごみ処理機の平均価格は、５０ｋｇ／日型が３

８０万円、１００ｋｇ／日型が６６０万円、５００ｋｇ／日型が１７７５万

円、１０００ｋｇ／日型が４５００万円と、かなり高額である。そして、通10 

常の需要者であれば、このような高額な商品を購入する場合には、各社の製

品の金額や性能等を吟味するものであり、その際に自らが購入した商品以外

の商品の名称も認識すると考えられるから、原告商品の知名度は、市場占有

率を上回るものといえる。 

  ⑸ 取引者である販売代理店に周知であること 15 

原告商品は３０社以上の販売代理店による販売実績があること、減容・消

滅型Ｂの業務用生ごみ処理機の年間納入台数は年間数百台程度である上、製

造メーカーはわずか１０社にすぎないことからすれば、取引者である販売代

理店において、引用商標は周知であったというべきである。 

⑹ 納品先が著名な企業・団体であること 20 

原告商品が日本国内の様々な著名企業・団体に納品されていることは、生

ごみ処理機の分野において原告が第一人者であり、原告商品が周知であるこ

との証左である。 

⑺ 被告が引用商標の周知性を利用していること 

被告は、原告と被告との間における原告商品に係る販売代理店契約（以下25 

「本件代理店契約」という。）が解消された後、株式会社テクノウェーブ（以
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下「テクノウェーブ」という。）が平成１４年から「イーキューブ」との名称

で製造していた業務用生ごみ処理機の名称を「ゴミサー」に変えて販売する

ようになった（以下「被告商品」という。）。また、被告は、被告商品を宣伝

する被告のウェブページにおいて、被告商品の製造元をテクノウェーブでは

なく原告と表記しているほか、原告商品の販売実績を被告商品の販売実績で5 

あるかのように記載するなどしている。 

このように、被告は、原告商品の知名度にフリーライドし、また、原告商

品と被告商品との混同を故意に生じさせようとするなど、不正競争防止法（以

下「不競法」という。）等に違反する様々な行為をしており、このことは、引

用商標が周知であることを推認させるものである。 10 

 〔被告の主張〕 

  ⑴ 原告商品は、山形県又は庄内地域に限定されてはいたものの、製造・販売

が開始された当初は一定程度の将来性が期待されていた商品であった。しか

しながら、原告商品の販売台数は、平成１１年の２８１台をピークとして次

第に減少していった。 15 

    このように原告商品の売上げが低迷していた状況において、年間６０台程

度の販売台数をかろうじて維持することができたのは、被告の営業努力の賜

物であるから、引用商標が周知性を有するなどとは到底いえない。 

⑵ そもそも、原告商品は、販売台数そのものが極端に少ないことからすれば、

そのような販売実績をもって引用商標が全国的に周知であるなどとは到底い20 

えない。また、原告商品の販売実績の６割ないし８割は被告によるものであ

り、本件代理店契約の解消後における販売台数は極めて少ないと推測される

ことからすれば、原告商品について周知性を論じること自体が無意味である。 

⑶ 原告商品の販売台数は、ピーク時においても全国でわずか数百台であった

上、減少傾向にあるというのであるから、原告が主張する市場占有率は、統25 

計学的に無意味である。 
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 ２ 取消事由２（不正の目的の有無に関する判断の誤り） 

 〔原告の主張〕 

   以下のとおり、被告は、周知である引用商標をフリーライド等の目的で使用

しているから、被告が不正の目的をもって本件商標を使用するものとはいえな

いとした本件審決の判断には誤りがある。 5 

  ⑴ 前記１で主張したとおり、引用商標は周知であった上、被告は、販売代理

店として原告商品の知名度について十分な知識があったことからすれば、被

告には原告商品の知名度に便乗して不正に利益を得る目的があったと推認さ

れる。 

⑵ 前記１⑺で主張したとおり、被告は、原告商品を取り扱わなくなった後も、10 

被告商品に「ゴミサー」の名称を付して販売するなど、被告商品が原告商品

であると誤認させ、不競法等に違反するような行為を継続している。また、

被告は、令和３年１１月に行われた「第４回感染症対策総合展」において、

原告商品の写真が掲載されるとともに、原告商品の販売実績等が記載される

などした被告商品のカタログを配布したものである。これらの行為からすれ15 

ば、被告に不正の目的があったことは明らかである。 

⑶ 被告は、原告代表者が元々有していた「ゴミサー」の登録商標（登録第４

２８４８２８号。以下「旧原告登録商標」という。）につき原告代表者がその

登録商標の更新手続を拒んだため、被告においてやむなく本件商標を登録し

た旨主張するが、実際には、原告代表者に何も告げることなく本件商標を登20 

録したものである。この経過に関する被告の主張は、何らの証拠に基づくも

のではない上、その内容や時系列等に不自然な点がある。 

⑷ 被告は、原告代表者が旧原告登録商標の更新をしなかったことを奇貨とし

て、原告商品のデッドコピーである被告商品を同一名称で販売しようとして

本件商標を出願したものであるから、不正の目的を有していたものといえる。 25 

 〔被告の主張〕 
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  ⑴ 原告代表者は、旧原告登録商標の更新手続を怠ってその商標権を失った上、

このことを被告には一切知らせず、平成２６年１０月末頃にこのことを取引

先から指摘された被告から再度の商標登録を求められたにもかかわらず、こ

れを拒否した。 

    被告は、このような経過から、被告の取引先に対する信用を保持するため5 

に、やむを得ず、原告に通告した上で、正当な自衛行為として本件商標の商

標登録をしたものであるから、被告に不正の目的があったということはでき

ない。 

  ⑵ 原告は、旧原告登録商標に係る権利を更新期間の徒過によって自ら放棄し

た上、被告による本件商標の商標登録を容認し、その後、長期にわたって被10 

告による本件商標の商標登録を放置して、逆に本件商標にフリーライドして

きたものであること、原告商品の販売実績は、ほとんどが被告によるもので

あり、「ゴミサー」の商標に係る信用は被告自身に化体していることなどから

すれば、本件請求は、信義則に反するものとして許されない。 

  ⑶ 被告のウェブページにおいて、原告商品の写真や、被告商品の製造元が原15 

告である旨の記載が残存しているのは、原告が一方的に取引を停止したこと

や、ウェブページの修正作業に遅れや漏れが生じたことによるものであるこ

とからすれば、これらをもって、被告に不正の目的があったということはで

きない。 

第４ 当裁判所の判断 20 

 １ 認定事実 

   前記前提事実に加え、各文末に掲記した証拠（枝番があるものは枝番を含む。）

及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 

  ⑴ 原告商品の販売実績等 

   ア 原告は、平成４年に原告商品を製品化し、「ゴミサー」との名称で販売を25 

開始した。（甲５、１１） 
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イ 原告代表者は、平成５年１２月７日、ゴシック体の「ゴミサー」の文字

を商標とし、指定商品を第７類「生ゴミ処理機」とする商標登録出願をし、

平成１１年６月１８日に設定登録を受けた（旧原告登録商標）。（甲２） 

ウ 原告商品は、平成６年度に山形県酒田市内の小学校に導入され、その後、

ワシントンホテルチェーンのホテルに導入されるなどして、販売実績を伸5 

ばしていった。（甲１９ないし２１） 

エ 平成４年から平成２９年における原告商品の年間販売台数は、次のとお

りであった（括弧内は累積販売台数）。（甲９３、１２３） 

   平成４年     ４台 

   平成５年    １３台（１７台） 10 

   平成６年    ９３台（１１０台） 

   平成７年    ９８台（２０８台） 

   平成８年    ９６台（３０４台） 

   平成９年   １３１台（４３５台） 

   平成１０年  ２６９台（７０４台） 15 

   平成１１年  ２８４台（９８８台） 

   平成１２年  ２６９台（１２５７台） 

   平成１３年  ２１１台（１４６８台） 

   平成１４年  １７９台（１６４７台） 

   平成１５年  １０６台（１７５３台） 20 

   平成１６年   ９８台（１８５１台） 

   平成１７年   ８３台（１９３４台） 

   平成１８年   ６８台（２００２台） 

   平成１９年   ５８台（２０６０台） 

   平成２０年   ５４台（２１１４台） 25 

   平成２１年   ５８台（２１７２台） 
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   平成２２年   ５２台（２２２４台） 

   平成２３年   ７０台（２２９４台） 

   平成２４年   ５６台（２３５０台） 

   平成２５年   ７８台（２４２８台） 

   平成２６年   ８６台（２５１４台） 5 

   平成２７年   ７８台（２５９２台） 

   平成２８年   ８９台（２６８１台） 

   平成２９年   ７４台（２７５５台） 

  ⑵ 原告商品に係る受賞歴及び報道歴等 

ア 原告は、平成６年には酒田市の新田産業振興基金から新田産業賞を、平10 

成８年には日本発明振興協会から考案功労賞を、平成１２年には環境やま

がた推進ネットワークから環境やまがた大賞を、それぞれ受賞した。（甲２

２ないし２４） 

イ また、次の各新聞報道において、「ゴミサー」の名称と共に原告商品が取

り上げられた。 15 

(ｱ) 平成９年５月１日付け山形新聞庄内版（甲３） 

(ｲ) 平成９年５月１８日付け荘内日報（甲２０） 

(ｳ) 平成１５年５月１８日付け荘内日報（甲１９） 

(ｴ) 平成１７年１１月１１日付け日刊工業新聞（甲４） 

  ⑶ 本件代理店契約等 20 

   ア 被告は、平成８年頃から、原告の販売代理店として原告商品を販売する

ようになり、主に保育園への販売を担当していた。（甲５９、６０、６２、

６３、乙８） 

   イ 被告が、平成３１年３月１２日から開催された「２０１９ ｎｅｗ 環

境展」に原告商品を出展しようとしたところ、原告代表者は、これに強く25 

反対するなどし、令和元年５月１０日、被告に対し、同月末日をもって取
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引を停止する旨通告した。その後、本件代理店契約は解消され、被告は、

同月７日納入分を最後に、現在に至るまで原告商品の販売をしていない。

（甲４５ないし４８、乙６ないし８） 

⑷ 被告による被告商品の販売等 

   ア 旧原告登録商標は、平成２１年６月１８日が存続期間の満了日であった5 

ところ、原告代表者が存続期間の更新申請をしなかったことから、平成２

２年３月１０日、上記満了日に遡ってその登録が抹消された。（甲２、２５、

１２８） 

イ 被告は、弁理士に依頼して、旧原告登録商標の登録が抹消されているこ

とを確認した上で、平成２７年１月１９日、商標を「ゴミサー」の標準文10 

字とし、指定商品を第７類「生ゴミ処理機、液体肥料製造装置」とする商

標登録出願をし、同年６月５日に設定登録を受けた（本件商標）。（甲１、

乙１ないし５、９） 

   ウ テクノウェーブは、平成１４年頃から「イーキューブ」との名称の業務

用生ごみ処理機を製造していたところ、被告は、上記⑶イのとおり原告商15 

品の販売を終了した後、テクノウェーブが製造する上記業務用生ごみ処理

機を「ゴミサー」の名称で販売するようになった（被告商品）。また、被告

は、被告商品のパンフレットや被告商品を紹介するウェブページにおいて、

原告商品の写真を使用したり、原告を製造元として表示したりしているほ

か、「ゴミサーは全国２０００台以上稼働中。」、「全国導入実績２，５００20 

台以上」などとして、原告商品の販売実績を記載するなどしている。（甲４

０ないし４３、５３ないし５５、１０１ないし１０３） 

２ 取消事由１（引用商標の周知性の有無に関する判断の誤り）について 

⑴ 引用商標の周知性の有無について 

ア 需要者の範囲について 25 

前記第２の１⑴及び⑵のとおり、本件商標の指定商品は、第７類「生ゴ
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ミ処理機、液体肥料製造装置」であり、原告商品は、業務用生ごみ処理機

であるところ、証拠（甲８９ないし９２）及び弁論の全趣旨によれば、業

務用生ごみ処理機は、その処理方式の違いから、①微生物の働きにより生

ごみを分解して堆肥に変えるコンポスト型、②微生物の働きにより生ごみ

を水及び炭酸ガス等に分解して減容・減量又は消滅させる消滅型、③熱に5 

より生ごみの水分を蒸発させて減容・減量させる乾燥式に分類されること、

原告商品は、上記のうち消滅型に分類されることが認められる。 

  このように、業務用生ごみ処理機には、様々な処理方式のものがあると

ころ、生ごみ処理機を購入しようとする事業者は、必要とする生ごみの処

理量や処理機を設置しようとする施設の設備等、それぞれの事情を基に、10 

いずれの処理方式の生ごみ処理機が適当であるかを判断して商品を選択

するものといえる。そうすると、業務用生ごみ処理機の処理方式によって

需要者そのものが異なるものではないというべきであるから、引用商標の

周知性の有無については、業務用生ごみ処理機を必要とする事業者全体を

需要者として判断するのが相当である。 15 

イ 原告商品の市場占有率について 

 (ｱ) 上記アのとおり、引用商標の周知性の有無については、業務用生ごみ

処理機を必要とする事業者全体を需要者として判断するのが相当である

ことからすれば、原告商品の市場占有率については、処理方式を問わず

業務用生ごみ処理機全体の市場における占有率を算定するのが相当であ20 

る。 

(ｲ) そこで検討するに、証拠（甲８）及び弁論の全趣旨によれば、平成１

２年度から平成１８年度までの間における業務用生ごみ処理機全体の

販売台数は、以下のとおりであったと認められる。そして、前記１⑴エ

で認定した各年における原告商品の年間販売台数によれば、原告商品の25 

市場占有率は、概ね以下の各括弧書き内に記載したとおりであったと認
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められる（なお、平成１８年度の販売台数及び市場占有率は、１１月ま

でのものである。）。 

   平成１２年度 ２０３６台（１３．２％） 

   平成１３年度 １８９５台（１１．１％） 

   平成１４年度 １６８５台（１０．６％） 5 

   平成１５年度 １５３４台（６．９％） 

   平成１６年度 １０９２台（８．９％） 

   平成１７年度  ８８１台（９．４％） 

   平成１８年度  ６１０台（７．３％） 

(ｳ) 上記(ｲ)のとおり、平成１２年度ないし平成１８年度の業務用生ごみ10 

処理機全体の市場における原告商品の占有率は、概ね１０％前後で推移

していたといえるところ、弁論の全趣旨によれば、平成１９年度ないし

平成２６年度も同程度の市場占有率であったと認められる。 

(ｴ) 以上のとおり、平成１２年度から平成２６年度までの間、原告商品の

市場占有率は、概ね１０％前後にとどまっていたことからすれば、本件15 

商標の出願時以前において、原告商品が高い市場占有率を有していたも

のとはいえない。 

   ウ 原告商品の販売台数について 

    (ｱ) 前記１⑴エのとおり、原告商品は、販売を開始した平成４年から本件

商標が出願された前年である平成２６年までの間に累計で２５１４台が20 

販売されたものの、年間の販売台数は、平成１１年の２８４台をピーク

に年々減少し、平成１６年に１００台を下回って以降は毎年７０台前後

で推移していたものである。 

    (ｲ) 以上のとおり、原告商品の販売台数は、最も多かった年でも２８４台

にとどまる上、本件商標の出願時以前の約１０年間は毎年７０台前後で25 

推移してきたことからすれば、本件商標の出願時以前において、原告商
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品の販売台数が多かったとはいえない。 

エ 原告商品に関する報道、広告宣伝等について 

    (ｱ) 前記１⑵のとおり、原告は平成６年、平成８年及び平成１２年に各種

の賞を受賞し、原告商品は平成９年、平成１５年及び平成１７年に新聞

報道において取り上げられたことがあったものの、これらはほとんどが5 

山形県内又は酒田市内における受賞歴又は報道歴である上、その後、本

件商標の出願時までの約１０年間において、原告又は原告商品に関する

報道がされたなどの事情は存しない。 

    (ｲ) また、原告商品に係る広告宣伝活動についてみても、原告商品につい

ては、販売代理店であった被告において通常の営業活動を超える広告宣10 

伝活動がされていたなどの事情は存せず、また、原告において多額の広

告宣伝費を支出していたなどの事情も存しない。 

   オ 引用商標の周知性について 

    (ｱ) 上記イ及びウのとおり、本件商標の出願時以前において、原告商品が

高い市場占有率を有していたものとはいえず、また、原告商品の販売台15 

数が多かったとはいえない。これに加え、上記エのとおり、原告の受賞

歴や原告商品に係る報道歴は、ほとんどが山形県内又は酒田市内におけ

るものであった上、原告商品に関し、本件商標の出願時以前の約１０年

間における報道歴はないこと、原告商品について特別な広告宣伝活動が

されていたなどの事情は存しないことも考慮すると、原告商品が平成４20 

年から２０年以上にわたって販売されてきた商品であることや、一般に

業務用生ごみ処理機が相当程度高額な商品であるとうかがわれること

（甲７）などを考慮しても、本件商標の出願時及び登録査定時において、

原告商品が高い知名度を有する商品であり、原告商品の名称である引用

商標が周知であったと認めることはできない。 25 

(ｲ) 以上によれば、引用商標が、本件商標の出願時及び登録査定時におい
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て、原告商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたも

のと認めることはできない。 

⑵ 原告の主張に対する判断 

ア 前記第３の１〔原告の主張〕⑴、⑵並びに⑶ア及びイについて 

(ｱ) 原告は、引用商標の周知性を判断する際に考慮すべき需要者の範囲に5 

ついて、業務用生ごみ処理機の処理方式に応じて限定すべきであるから、

原告商品の市場占有率は、減容・消滅型Ｂの業務用生ごみ処理機の需要

者を基準として算定すべきであり、仮にそれが認められないとしても消

滅型又は減量型の業務用生ごみ処理機の需要者を基準として算定すべ

きである旨主張する。 10 

しかしながら、前記⑴アで検討したとおり、いずれの処理方式の業務

用生ごみ処理機を選択するかは、業務用生ごみ処理機を購入しようとす

る事業者がそれぞれの事情を基に判断するものであり、処理方式によっ

て需要者そのものが異なるものではないというべきであることからすれ

ば、引用商標の周知性を判断するに当たって基準とすべき需要者は、業15 

務用生ごみ処理機を必要とする事業者全体とするのが相当である。 

    (ｲ) したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

   イ 同〔原告の主張〕⑶ウ及び⑷について 

(ｱ) 原告は、業務用生ごみ処理機全体の市場を基準としても、原告商品は

高い市場占有率を有していたものであり、原告商品が高額な商品である20 

ことも考慮すれば、原告商品の知名度は市場占有率を上回るものといえ

る旨主張する。 

しかしながら、前記⑴で検討したとおり、本件商標の出願時以前にお

いて、原告商品が高い市場占有率を有していたものとはいえず、その他

の事情も考慮すると、一般に業務用生ごみ処理機が相当程度高額な商品25 

であるとうかがわれることを考慮しても、本件商標の出願時及び登録査
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定時において、原告商品が高い知名度を有していたものと認めることは

できない。 

(ｲ) したがって、原告の上記主張は採用することができない。 

ウ その他の主張について 

(ｱ) 原告は、原告商品は３０社以上の販売代理店による販売実績があるこ5 

と、原告商品の納品先が著名な企業・団体であることを指摘する（前記

第３の１〔原告の主張〕⑸及び⑹）が、これまで検討したところに照ら

すと、これらの事情を考慮しても、本件商標の出願時及び登録査定時に

おいて、原告商品の知名度が高く、引用商標が需要者の間に広く認識さ

れていたものと認めることはできない。 10 

(ｲ) また、原告は、被告が原告商品の知名度を利用して様々な不正な行為

をしている旨主張する（前記第３の１〔原告の主張〕⑺）が、被告によ

る各行為の当否は措くとしても、これらの行為の存在をもって、原告商

品の知名度が高く、引用商標が需要者の間に広く認識されていたものと

認めることはできない。 15 

(ｳ) このほか、原告は、引用商標の周知性について縷々主張するが、いず

れも前記の結論を左右するものではないというべきである。 

  ⑶ 小括 

以上検討したところによれば、引用商標は、本件商標の出願時及び登録査

定時において、他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者20 

の間に広く認識されていた商標であるとは認められないから、その余の点に

ついて判断するまでもなく、本件商標は、商標法４条１項１０号及び同項１

９号のいずれにも該当するとは認められない。 

３ 結論 

以上のとおり、本件商標は、商標法４条１項１０号及び同項１９号のいずれ25 

にも該当するとは認められないから、本件審決の判断に誤りはなく、原告の取
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消事由はいずれも理由がない。 

よって、原告の請求は、理由がないからこれを棄却することとして、主文の

とおり判決する。 

     知的財産高等裁判所第３部 
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